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女人堂から三ノ池方面への登山道は積
雪等のため、通行ができない可能性が
あります。

災害対策基本法
第 63条による警戒区域
地獄谷火口から概ね 500m

二の池ヒュッテ

この登山道は次の期間通行できます。
（７月１日 午前８時～10月14日正午）
※通行する際はヘルメットを着用してください。

田の原遥拝所から剣ヶ峰、黒沢十字路ま
での規制緩和【予定】
（７月１日 午前６時～ 10月 14日正午）
※通行する際はヘルメットを着用してく
　ださい。
※残雪等のため、規制緩和期間を変更す
　る可能性があります。

八合目避難小屋

【規制に関する問い合わせ先】
（黒沢・開田口）木曽町役場総務課危機管理室　℡：0264-22-4280
（王　 滝　 口）王滝村役場総務課　　　　　 ℡：0264-48-2001

噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）現在の状況

Regulatory Information  (Ontake volcano)
御嶽山立入規制情報

地獄谷火口から概ね 500ｍ以内は立入規制！ ！
No entry is allowed within 500m from the crater

※規制に関する最新の情報については、各町村ホームページ等で確認してください。

１火口周辺は突発的な噴火に対する安全対策を講じる必要があるため、災害対策基本法第６３条第１項に基づく警戒区域を設定
し、立入を禁止しています。許可なく警戒区域に立ち入った場合は、法律により罰せられます。  
一部の登山道は、火山活動、安全対策の実施状況等により入山規制を緩和することがあります。
２登山に際し、必ず最新の火山活動の状況を確認してください。御嶽山の活動状況は、気象庁の公式ホームページ等で確認する
ことができます。
３御嶽山は活火山です。活火山では、噴火による噴石や火山ガスの発生があることをご理解いただき、十分に注意してください。

御嶽山の火山活動、
規制情報などウェブでも掲載しています。
「木曽御嶽山安全対策情報」

（事務局 長野県木曽地域振興局・木曽町・王滝村・上松町）
御嶽山火山防災協議会

令和８年７月１日現在

規制実施場所 登山道・道路（通行禁止）

火山活動、安全対策の実施状況等により通行禁止を緩和することがある登山道

登山道（通行可） 退避施設避
Regulated area Climbing trail,path (No entry)

Climbing trails that may be reopened depending on volcanic activity and safety measures

Climbing trail (Passable) Shelter
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